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第２　消防用設備等の設置単位（棟のとらえ方）等の基準

２。１　別棟とみなすことができる渡り廊下の基準(S50.  3.  5 消防安26, S 54.

5.29. 28)

渡り廊下とは

屋根を有するものをいい，床及び手すり（壁）のみで構成されているものは

橋である。（S 53. 2.21 消防予32）

（1） 次のアからエまでに適合する渡り廊下で接続された棟は，別棟とみなす。

ア　用　途

通行，運搬の用のみで，原則として同一棟との接続は，１か所（同一階）

であること。

イ　構造等

構　造　　　　　　　　　 鉄筋（鉄骨鉄筋）コンクリート造又は鉄骨造

下地・仕上げ　　　　　　 準不燃材料以上（床仕上げ材除く。）

開口部に戸を設ける場合　不燃性の戸（不燃材料で造られた戸をいう。

廊下の接続部分の出入口戸は含まない。）

ウ　 幅　員

６ｍ（一方又は双方が木造の場合は３ｍ）未満であること。

エ　接続部分の建築物相互の距離

双方の１階を接続する場合　　　　　　　　　 ６

双方又は一方の２階以上の階を接続する場合　10

超えない場合は，次の(ア)から(ウ)に適合すること。

１ｍ
　

ｍ

を 超え る こ と。

（ア） 廊下の接続部分から水平距離３ｍ以内の外壁及び屋根は，耐火構造又

は防火構造であること。

（イ）（ア）の外壁及び屋根には開口部がないこと。

ある場合は，防火設備の防火戸を設けること。（一方の合計が４㎡以下）

（ウ） 廊下への出入口を４㎡以下とし，防火設備の防火戸を設け，さらに排

煙設備を設けていること。ただし，吹き抜け等の開放型廊下又は，閉鎖

型ヘッドを用いたスプリンクラー設備若しくはドレンチャー設備を設け

た場合は，排煙設備は不要である。

出入口の戸（シャッターを除く。）は，常閉自閉式又は自火報か煙感

連動式とする。
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注 １　排煙設備

排 煙 設 備

自 然 排 煙 用 開 口 部

機械排煙設備

(非常電源付)

注 ２　エの距離の測り方

|屋根に設けるもの …… 輻は渡り廊下の輻の３分の

１以上，長 さは１ｍ以上，面 積１㎡以上

壁に設け るもの ……… その両側に高さはｌ ｍ以上，

長さは渡り廊下の長 さの３分の１以上，面 積１㎡

以上

注　排煙設 備の構造 は， 建基令126 の３を準用 す

る。

<上士ぎ
２ ．１ 図 １

jｍ-|
超える

２．１ 図 ２

注　廊下部分の床面積は， Ａ棟， Ｂ棟の延 べ面積により， あん分し， それぞれの

棟 の面 積に加え る。 廊下 部分の構造 は， 準耐 の構造 に適合す るものとみな す

(令11②の倍読み規定の適用などの場合)。
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注 ３　 エ(ア)，(イ)，(ウ)の 例 図

戸 ‥常閉自閉式

又は自火報か

煙感連動の防

火設備

周囲3m 以 内の外壁 屋根

に開口 部 がないこと｡ある

場 合 は, 一侑 の棟 につ い

て合計4 ㎡以 下で防 火 設

備が設けられていること。

A棟

(断面図)

B棟

4イ以下

防火設備の戸

常閉自閉式又は

自火 報か煙感連動

戸の開放 方向は

Ａ・Ｂ棟 の使用

実態 によること。

＝ スラブ
一 天＃

Ｏ起動
手　　動 十自火報連動

又 は手動十煙 感 連 動

Ｏ非常電源の種別は問わ

ない。
ｏ排煙能力

床面 積1㎡につき

2㎡/  min以 上

２．１ 図 ３

注４　接続している棟を別棟とみなすことができる渡り廊下部分は， それぞれの棟 ご

とに必要とされる消防用設備等の有効範囲に入ること。

なお，消火器， 自火報， 非常警報設備・器具， 誘導灯 及び誘導 標識以 外の消防

用設備等の設置を免除することができる。C  S 58. 4.14 消防予62）

注 ５　渡り廊下のあん分例

3 F　　　　　　300 ㎡

2 F　　　　　　300 ㎡ 2 F　　　　　　150 ㎡30㎡

1 F　　　　　　300 ㎡ 1 F　　　　　　150 ㎡40㎡

Ｏ Ａ棟，

Ａ棟

○あん分

Ａ 棟

３Ｆ

２Ｆ

Ｂ棟の比

900

900＋300

900 ㎡

=  0.75, B 棟

廊下７０㎡

２．１ 図 ４

300

900＋300

一

一

0.25

Ａ棟

300 十　　　　〇　＝300

300 十（30×0.75) =  322.5
1 F　　300 十 （40 ×0.75)  =  330

計 （延 べ 面 積 ） 952.  5 ㎡

Ｂ 棟 300 ㎡

Ｂ棟

0

150 十（30×0.25) =  157.5

150 十（40×0.25) =  160

317. 5㎡
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２．２　別棟とみなすことができる地下連絡路の基準（ｓ ５０． ３．５消防安26, S

54. 5.29.28)

（1） 次に適合する地下連絡路で接続された棟は，別棟とみなす。（天井部分が

直接外気に常時開放されているもの（いわゆるドライエリア形式のもの）を

除く。）

除き， 建 幕法 ２閉 に規

定す る耐 火構造 の要 件

を満たすこと。

戸(シヤッターを除く｡)

イ
　

ウ

エ

ｉ

ｌ
ｌ

－
－

‐
－

‐

７ 不燃 材料　　　　　　　 ｉ　'

長さ6m 以上､te6m 未満､ただし､ ⇒ 双方 の出入 口に閉鎖型 スプ

機械排煙又はスプ1リンクラーヘッド　
！　

リン クラーヘ ッドを用い る

(閉 鎖型) が設けられていること。 ｜　 スプ リンクラ ー設備又 はド

又は天井が地上に開放(連絡路　 ｉ　 レンチ ャー設備 を設けた 場

4､亠aゝ XI　lu l丶ゝ l.､ﾀﾞ､､ｆ９１．　 １　 八14y 冖､1日駟べ冫､1、特定防火設備は常阯　　 の輻×1m以L) されていること，

自閉式，又は自火報か! オ 給気囗は,この間で措置すること。

煙感連動　　　　　 １

２．２ 図 １

－

－

合はこ の限 りでない。

注　連絡接続部が地上にあるか否かは問わず， 構造的に地下通 路の形 態となってい る

もの。

２。３　別棟とみなすことができる洞道の基準（Ｓ ５０． ３．５消防安26, S 54. 5.

29. 28)

洞道とは

通信ケーブル又は電力ケーブルを敷設するために地中に設置された人が立ち

入りする鉄筋コンクリート造等のずい道をいうものであり，人の出入すること

のできない管路等に通信ケーブルや電力ケーブルを引き込んだものは該当しな

い。
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剛　次に適合する洞道で接続された棟は，別棟とみなす。

換気口を屋外に設ける

大き さなど規制しない。

点 検囗， ２㎡以 内， 特定防火設備，常

閉自閉式位置 は， どの面で もよい。

換気を 兼ね，常 開とするものは， 自火

報又 は煙感連動特定 防火設備 とする。

(7)に 規定す る耐火構 造の要件
こと。

匸［ﾔ　 ヰ匸 丿裃il ‾可

ｔ/ 广 水管等　　　匸　1 二こ‾`ヤ ｉ 「 ナ

凡 例

㎜ 耐火構造　　＝ 防火構造　　匹 ｍsごsｘsＪ耐火構造以外の構造

注　洞道を設けないで，風道等のみで接続されたものは，別棟である。
風道の場合は，防火ダンパーの設置を指導すること。

２．３ 図 １
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２．４　棟がひさし，軒先で接続された場合の別棟の基準（S 54. 5.29.28 ）

（1） 棟と棟がひさし（軒先含む。以下同じ。）で接続された場合の棟の扱いは，

次の事項をめやすとして判定する。

ア　ひさしとひさしが接合（溶接など）されている場合　　　　　　 同一棟

イ　 ひさしとひさしが接触又は重なり合っている場合

（力　２．４ 図１④又は⑩部分に壁又はシヤッター等を設けている。

(イ) Ｃ部分を通行の用にのみに供している。

(従業員が，便所，食堂，更衣室，休憩室，事務室等に行

くためのみに通行する場合)

(ウ) Ｃ部分を通行及びＡ又はＢ棟からぼ)又は⑩)側への運搬の用

にのみ使用している。

罔　 Ｃ部分に固定設備が設けられている。

(家庭用冷房設備の屋外ユニット程度のものを除く。)

團　Ｃ部分を常時物品の保管又は製造等に伴って排出されるく

ず等の貯蔵に使用している。

固　Ａ，Ｂ棟の設備等の配置から，従業員が絶えずＣ部分を通っ

てＡ，Ｂ間を往来しないと作業ができないためＡ，Ｂ棟のＣ

部分に面する壁の一部( シャッターがある場合は，これを含

む 。）

(平面図)

○

２ ．４ 図 １

(立面図)

同一棟

別　 棟

別　 棟

同一棟

同一 棟

同一 棟

２。５　令第８条（以下「令８区画」という。）の運用基準(S54.  5.29.28 一部，

H  7 . 3.31 消防予53, H  7 . 7 . 28消防予166, H 10. 5.1 消防予67, H 19.

10. 5 消防予344)

（1） 令８区画の構造要件について
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令８区画については，匚開口部のない耐火構造の床又は壁による区画」と

されていることから，次に示す構造を有することが必要であること。

ア　鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリート造，壁式鉄筋コンクリート

造（壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造を含む。），プレキャストゴング

リートカーテンウォール又はこれらと同等に堅牢かつ容易に変更できない

耐火構造であること。

イ　建基令第107条第１号の通常の火災時の加熱に２時間以上耐える性能を

有すること。

ウ　令８区画の耐火構造の床又は壁の両端又は上端は，当該防火対象物の外

壁面又は屋根面から50cm以上突き出していること。

ただし，令８区画を設けた部分の外壁又は屋根が，当該令８区画を含む
※

幅3.6m 以上にわたる耐火構造であり，かつ，当該耐火構造の部分が次の

いずれかを満たす場合には，この限りでない。

①　開口部が設けられていないこと。

②　開口部を設ける場合には，防火設備が設けられており，かつ，当該開

口部（面積の小さい通気口，換気口等を含む。）相互が令 ８区画を介し

て90cm以上離れていること。

※外壁又は屋根に求められる耐火性能は建基法上の求められる耐火性

能を有すれば足りる。

令８区画の考え方

3.6m の範囲は耐火構造の壁とし，この部分にある開口部については防

火戸であること。

（スパンドレルは0.9m 以上）

(凡例)
＝ 耐 火２時間

コＺ＝＝ ２二 建 基法上の耐 火性 能

その他

GL

(立面図)

２．５ 図 １
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(平 面図)

突 き出しは0.5m 以上

１

２ ．５ 図 ２

0｡5m以上の突き出し

令8区 画

3｡6m の範囲は耐火構造の壁とし

この 部分にあ る開口 部につい て

は防 火戸とすること。

スパ ンドレ ルは0.9m 以上

45 °以 上 は2.5 図 ４ に よ る。

3｡6m 以上

２．５ 図５

(断 面図)

上

－

－

－

－

r-1.8°‐卜1.8m^

(平面図)

２．５ 図 ４

防火戸

２．５ 図 ３

区画 されたA,  B,  C,  D の各部分の

出入口 がそれぞれ専用にな ってい る。

２．５ 図 ６
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（2） 令８区画を貫通する配管及び貫通部について

令８区画を配管が貫通することは，原則として認められないものである。

ただし，給排水管（排水管に付属する通気管等を含む。）で次のア又はイの

構造のものは，令８区画に適合するものとみなす。

ア　確認すべき事項

（ア） １の配管は，呼び径200mm以下のものであること。

（イ） 配管を貫通させるために令 ８区画に設ける穴が直径300mm 以下となる

工法であること。

なお，当該貫通部の形状が矩形となるものにあっては，直径が300mm

の円に相当する面積以下であること。

（ウ） 配管を貫通させるために令８区画に設ける穴相互の離隔距離は，当該

貫通するために設ける穴の直径の大なる方の距離（当該直径が200mm以

下の場合にあっては200mm) 以上であること。

（≠） 配管及び貫通部は，一体で，建基令第107条第１号の通常の火災時の

加熱に２時間以上耐える性能を有するものであること。

（オ） 貫通部は，モルタル等の不燃材料で完全に埋め戻す等，十分な気密性

を有するように施工すること。

カ　 熱伝導により，配管の表面に可燃物が接触した場合に発火するおそれ

のある場合には，当該可燃物が配管の表面に接触しないような措置を講

ずること。

(b) ﾚ 臨 言 乙言 言

耐火

言 亀
よ 下とすること

。

強度保持， 埋戻しのため

200皿以上 の間 隔をと る

こと。隙間は，モルタル

で埋戻しすること。

２．５ 図７

イ　令８区画の鋼管等の取扱いについて

（ア） 鋼管等を使用する範囲

令８区画を貫通する配管等にあっては，貫通部及びその両側１ｍ以上

の範囲は鋼管等とすること。ただし，次に定めるａ及びｂに適合する場

合は，貫通部から１ｍ以内となる部分の排水管に衛生機器を接続して差

し支えない。



ffl I　 第２　消防用設備等の設置単位（棟のとらえ方）等の基準

ａ　衛生機器の材質は，不燃材料であること。

ｂ　排水管と衛生機器の接続部に，塩化ビニル製の排水ソケット，ゴム

パッキン等が用いられている場合には，これらは不燃材料の衛生機器

と床材に覆われていること。

（イ） 鋼管等の種類

令８区画を貫通する鋼管等は，次に掲げるものとすること。

ａ JIS G3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

ｂ JIS G3448 一般配管用 ステンレス鋼管

Ｃ JIS G3452 配管用炭素鋼鋼管

ｄ JIS G3454 圧力 配管用炭素鋼鋼管

ｅ JIS G3459 配管用ステ ンレス鋼鋼管

ｆ 〔1日〕JIS G5525 排水用鋳鉄管

ｇ JWWA K116 水道用硬質塩化 ビニルライニ ング鋼管

ｈ JWWA K132 水道用ポリエチレ ン粉体ライニング鋼管

１ JWWA KI  40 水道用耐熱性硬質塩化 ビニルライニ ング鋼管

Ｊ WSP 011 フラ ンジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管

ｋ WSP 032 排水用ノンタールェ ポキシ塗装鋼管

１ WSP 039 フラ ンジ付 ポリエチレン粉体ライニ ング鋼管

m WSP 042 排水用硬質塩化 ビニルライニ ング鋼管

ｎ WSP 054 フラ ンジ付耐熱 性樹脂ライニ ング鋼管

※「JWWA 」 日本水道協会規格

※［ ＷＳＰ］ 日本水道鋼管協会規格

※上記以外の鋼管等については，（一財）日本消防設備安 全センター評定 品に限り使用で

きる。

（ウ） 貫 通 部 の 処 理

ａ　 セ メ ント モル タ ル に よ る 方 法

（ａ） 日本 建 築 学 会 建 築 工 事 標 準 仕 様書(JASS)  15 ［ 左 官 工 事 ］ に よ

るセ メ ント と 砂 を 容 積 で １ 対 ３の 割 合 で 十 分 か ら 練 り し， こ れ に最

小 限 の 水 を 加 え， 十 分 混 練 り す る こ と。

（b） 貫 通 部 の 裏 側 の 面 か ら 板 等 を 用 い て 仮 押 さ え し， セ メ ン ト モ ル タ

ル を 他 方 の 面 と 面 一 に な る ま で 十 分 密 に 充 填 す る こ と。

（ｃ） セ メ ント モ ル タ ル 硬 化 後 は， 仮 押 さ え に 用 い た 板 等 を 取 り 除 く こ

と。

ｂ　 ロ ッ クウ ール に よ る 方 法

(a) JIS A9504 （人 造 鉱 物 繊 維 保 温材 ） に 規定 す る ロ ッ ク ウ ー ル 保 温
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材（充填密度150kg/ ㎡以上のものに隕る。）又はロックウール繊維

（充填密度150kg/ ㎡以上のものに隕る。）を利用した乾式吹き付け

ロックウール又は湿式吹き付けロックウールで隙間を充填すること。

（b） ロックウール充填後25mm 以上のケイ酸カルシウム板又は0.5mm

以上の鋼板を床又は壁と50mm以上重なるように貫通部に蓋をし，ア

ンカーボルト，コンクリート釘等で固定すること。

（エ） 可燃物への着火防止措置

配管等の表面から150mm の範囲に可燃物が存する場合には， ａ又はｂ

の措置を講ずること。

ａ　可燃物への接触防止措置

（ａ）に掲げる被覆材を（b）に定める方法により被覆すること。

（ａ） 被覆材

ロックウール保温材（充填密度150kg/ ㎡以上のものに限る。）又

はこれと同等以上の耐熱性を有する材料で造った厚さ25㎜以上の保

温筒，保温帯等とすること。

（b） 被覆方法

※床を貫通する場合

鋼管等の呼び径 被覆の方 法

100以下 貫通部の床の上面 から上 方60cm の範囲に一重 に被覆する。

100を超え200以 下
貫通部の床の上面から上方60cm の範囲に一重に被覆し，さらに，

床の上面から上方30cm の範囲には， もう一重 被覆する。

※壁を貫通する場合

鋼管等の呼び径 被覆の方 法

100以下 貫通部の壁の両面 から左 右30cm の範囲に一重 に被覆する。

100を超え200以 下
貫通部の壁の両面から左右60cm の範囲に一重に被覆し，さらに，

床の上面から左右30cm の範囲には， もう一重 被覆する。

ｂ　給排水管の着火防止措置

次の(ａ)又は(b)に該当すること。

(ａ) 当該給排水管の内部が，常に充水されているものであること。

(b) 可燃物が直接接触しないこと。 また，配管等の表面から150mm の

範囲内に存在する可燃物にあっては，構造上必要最小限のものであ

り，給排水管からの熱伝導により容易に着火しないもの( 木軸，合

板等) であること。
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團　配管等の保温

配管等を保温する場合にあっては，次のａ又はｂによること。

ａ　保温材としてW  a (a)に掲げる材料を用いること。

ｂ　給排水管にあっては, JIS A9504 （人造鉱物繊維保温材）に規定す

るグラスウール保温材又はこれと同等以上の耐熱性及び不燃性を有す

る保温材を用いてもさしつかえないこと。この場合において，（ウ）及び

罔の規定について，特に留意すること。

カ　 配管等の接続

配管等を（ア）の範囲において接続する場合には，次に定めるところによ

ること。

ａ　配管等は，令８区画を貫通している部分において接続しないこと。

ｂ　配管等の接続は，次に掲げる方法又はこれと同等以上の性能を有す

る方法により接続すること。なお, (b)に掲げる方法は，立管又は横枝

管の接続に限り，用いることができること。

（ａ） メカニカル接続

（i） ゴム輪（ロックパッキン， クッションパッキン等を含む。以下

同じ。）を挿入管の差し口にはめ込むこと。

(ii) 挿入管の差し口端分を受け口の最奥部に突き当たるまで挿入す

ること。

田　 あらかじめ差し口にはめ込んだゴム輪を受け口と差し口との間

にねじれがないように挿入すること。

≪v) 押し輪又はフランジで押さえること。

（ｖ） ボルト及びナットで周囲を均等に締め付け，ゴム輪を挿入管に

密着させること。

（b） 差し込み式ゴムリング接続

（i） 受け口管の受け口の内面にシール剤を塗布すること。

(ii) ゴムリングを所定の位置に差し込むこと。ここで用いるゴムリ

ングは，エチレンプ・ ピレンゴム又はこれと同等の硬さ，引張強

さ，耐熱性，耐老化性及び圧縮永久歪みを有するゴムで造られた

ものとすること。

(iii)ゴムリングの内面にシール剤を塗布すること。

Gv) 挿入管の差し口にシール剤を塗布すること。

（ｖ） 受け口の最奥部に突き当たるまで差し込むこと。
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（ｃ） 袋ナット接続

（i） 袋ナットを挿入管差し口にはめ込むこと。

(ii) ゴム輪を挿入管の差し口にはめ込むこと。

(iii)挿入管差し口端部を受け口の最奥部に突き当たるまで挿入する

こと。

Gv) 袋ナットを受け口にねじ込むこと。

（d） ねじ込み式接続

（i） 挿入管の差し口端外面に管用テーパおネジを切ること。

(ii) 接合剤をネジ部に塗布すること。

田　 継手を挿入管にねじ込むこと。

（ｅ） フランジ接続

（i） 配管の芯出しを行い，ガスケットを挿入すること。

(ii) 仮締めを行い，ガスケットが中央の位置に納まっていることを

確認すること。

田　 上下，次に左右の順で，対称位置のボルトを数回に分けて少し

ずつ締め付け，ガスケットに均一な圧力がかかるように締め付け

ること。

ｃ　而1火二層管と耐火二層管以外の管との接続部には，耐火二層管の施

工方法により必要とされる目地工法を行うこと。

幽　支持

鋼管等の接続部の近傍を支持するほか，必要に応じて支持すること。

（参考）

施工方法の例（鋼管等の表面の近くに可燃物がある場合）

配管径≦100φ　　　　　　　100φ＜配管径≦200φ　　　　　　　ヅぎ≦100φ

２ ．５ 図 ８ ２ ．５ 図 ９

ケイ 酸カルシウム板
又は鋼板 等

２．５ 図10
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100φ＜配管径≦200 φ 配管径 ≦100 φ

２．５ 図１１　　　　　　　　　　　　　２．５ 図12

（3） 外気が流通する部分（奥行５ｍ未満）の区画等で，次に適合するものは令

８区画とみなす。

ア

（ア） ＤはＷより小さいこと。

（イ） ④の内外に戸， シャッター（パイプシャッターを含む。），たれ壁がな

いこと。

（ウ） ピロティ部分は，耐火構造で，下地，仕上げとも不燃材料であること。

岡　 人の出入りにのみ供されていること。

團　ピロティ部分に面する出入口の戸は，各１か所のみであり自動閉鎖装

置付の防火設備としその他の開口部のないこと。

固　 Ｘ点から半径1.8m 以内は，前記剛ウのただし書きを適用する。

イ

(平面図)

(ア)

(イ)

ア(イ)から(力に 同じ。

凵まそれぞれ0.9m 以上

２．５ 図13

垣T 匸
(立体図)
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(平面図)

（立体図）

２．５ 図14

（4） 令８区画と設備等技術基準の適用関係

ア　連結送水管（令29）

（ア） 令８区画された５階以上部分の床面積が6,000㎡以上の場合に設置対

象（５階部分のみ）となる。（令29①（2））

２．５ 図15

(イ) 令８区画された７階以上部分のみが設置対象となる。(令29①(1))

７階以上

２．５ 図16

イ　屋外消火栓設備（令19）

（ア） 令８区画された２階部分の床面積も基準面積（１・２階の床面積の合

計9,000㎡以上（耐火建築物），6,000㎡以上（準耐火建築物3,000 ㎡以

上（その他の建築物））の算定に加える（耐火建築物及び準耐火建築物
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を 除 く。）。

２．５ 図17

（イ） 基準面積の算定は，令８区画されたＡ，Ｂ部分を合計する（耐火建築

物及び準耐火建築物を除く。）。

２．５ 図18

ウ　消防用水（令27）

令８区画された２階部分の床面積も基準面積（１・２階の床面積の合計

15,000㎡以上（耐火建築物), 10,000 ㎡以上（準耐火建築物），5,000㎡以

上（その他の建築物））の算定に加える。（令27①Ⅲ）

２．５ 図19
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エ　 スプ リ ン クラ ー設 備 （ 令12 ①（3））

用途・特定防火対象物

令12①(3)の規定により スプリ ンクラ ー設備を設置しな

ければな らない。

この部分 のスプ リンクラー設備の要，否は，令12①〔3〕

以外の各号 の規定によ る。

２．５ 図20

オ　連結散水設備（令28の２）

基準面積（地階の床面積の合計700 ㎡以上）の算定は，Ａ，Ｂの部分ご

とにする。

２．５ 図21

２。６　敷地について

（1） 匚敷地」とは，建基令1  (1)で規定された敷地をいう。

ア　敷地　一の建築物又は用途上不可分の関係にある２以上の建築物のある

一団の土地をいう。

イ　令19（屋外消火栓設備）②及び27（消防用水）②の「同一敷地」は，同

一権原者が所有又は管理するものを指すものではなく建基令1(1) に規定さ

れた敷地をいうものである。したがって，建築物が用途上可分の関係にあっ

て敷地割された場合は，その敷地割されたごとの敷地をいうものである。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17

